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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する長尺状の偏光板を、該長尺方向に
搬送しながらその外観を検査する方法であって、
　該偏光板を撮像して画像データを取得する工程と、
　該画像データを解析して欠陥候補部を抽出する工程と、
　欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断する工程と、
　基準値を超えるサイズを有する欠陥候補部についてのみ、該欠陥候補部が長尺方向に周
期性を有するか否かを判断する工程と、
　欠陥を検出する工程と、
　を含み、
　該欠陥を検出する工程は、基準値以下のサイズを有する欠陥候補部および基準値を超え
るサイズを有し、かつ、周期性を有さない欠陥候補部を欠陥として検出することを含む、
検査方法。
【請求項２】
　前記偏光板が、長尺方向および幅方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する、請
求項１に記載の検査方法。
【請求項３】
　前記画像データの取得が、前記偏光板の連続的な撮像に基づいて行われる、請求項１ま
たは２に記載の検査方法。
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【請求項４】
　前記欠陥候補部の抽出が、前記画像データの輝度情報に基づいて行われる、請求項１か
ら３のいずれかに記載の検査方法。
【請求項５】
　前記欠陥候補部の周期性の有無の判断が、前記欠陥候補部の長尺方向における位置座標
に基づいて行われる、請求項１から４のいずれかに記載の検査方法。
【請求項６】
　前記欠陥候補部の周期性の有無の判断が、判断対象の欠陥候補部と、その搬送方向上流
側に存在する非偏光部との長尺方向の距離が、長尺方向における前記非偏光部の配置間隔
または該間隔を整数倍した距離であるか否かに基づいて行われる、請求項１から４のいず
れかに記載の検査方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の検査方法によって偏光板を検査することを含む、非
偏光部を有する偏光子を含む長尺状の偏光板の製造方法。
【請求項８】
　長尺方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する長尺状の偏光板を撮像して画像デ
ータを取得する撮像装置と、
　該画像データを解析して該偏光板の欠陥を検出する画像解析装置と、を備え、
　該画像解析装置が、
　該画像データに基づいて欠陥候補部を抽出する欠陥候補部抽出部と、
　欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断するサイズ判断部と、
　欠陥候補部が該長尺方向に周期性を有するか否かを判断する周期性判断部と、
　欠陥候補部のサイズ、または、欠陥候補部のサイズと周期性の有無とに基づいて基準値
以下のサイズを有する欠陥候補部および周期性を有さない欠陥候補部を欠陥として検出す
る欠陥検出部と、を有し、
　該周期性判断部が、サイズ判断部において基準値を超えるサイズを有することが確認さ
れた欠陥候補部のみを判断対象とする、
　長尺状の偏光板の外観検査装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非偏光部を有する偏光板の検査方法および検査装置に関する。代表的には、
非偏光部を有する偏光子を含む偏光板の検査方法および検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、ノート型パーソナルコンピューター（ＰＣ）等の画像表示装置には、カメラ
等の内部電子部品が搭載されているものがある。このような画像表示装置のカメラ性能等
の向上を目的として、種々の検討がなされている（例えば、特許文献１～７）。しかし、
スマートフォン、タッチパネル式の情報処理装置の急速な普及により、カメラ性能等のさ
らなる向上が望まれている。また、画像表示装置の形状の多様化および高機能化に対応す
るために、部分的に偏光性能を有する偏光板が求められている。これらの要望を工業的お
よび商業的に実現するためには許容可能なコストで画像表示装置および／またはその部品
を製造することが望まれるところ、そのような技術を確立するためには種々の検討事項が
残されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－８１３１５号公報
【特許文献２】特開２００７－２４１３１４号公報
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【特許文献３】米国特許出願公開第２００４／０２１２５５５号明細書
【特許文献４】韓国公開特許第１０－２０１２－０１１８２０５号公報
【特許文献５】韓国特許第１０－１２９３２１０号公報
【特許文献６】特開２０１２－１３７７３８号公報
【特許文献７】米国特許出願公開第２０１４／０１１８８２６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明者らが、部分的に偏光性能を有する偏光板として、非偏光部を有する偏光子を用
いて偏光板を作製し、得られた偏光板を外観検査に供したところ、非偏光部が誤って欠陥
として検出されるという問題に直面した。本発明は、当該問題を解決するためになされた
ものであり、その主たる目的は、非偏光部を有する偏光子を含み、長尺方向に所定の間隔
で配置された非偏光部を有する長尺状の偏光板の外観を好適に検査する方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、長尺方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する長尺状の偏光板
を、該長尺方向に搬送しながらその外観を検査する方法が提供される。該検査方法は、該
偏光板を撮像して画像データを取得する工程と、該画像データを解析して欠陥候補部を抽
出する工程と、該欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断する工程と、該
欠陥候補部のサイズに基づいて欠陥を検出する工程と、を含む。
　１つの実施形態においては、上記偏光板が、長尺方向および幅方向に所定の間隔で配置
された非偏光部を有する。
　１つの実施形態においては、上記画像データの取得が、上記偏光板の連続的な撮像に基
づいて行われる。
　１つの実施形態においては、上記欠陥候補部の抽出が、上記画像データの輝度情報に基
づいて行われる。
　１つの実施形態においては、上記欠陥候補部が上記長尺方向に周期性を有するか否かを
判断する工程をさらに含み、上記欠陥を検出する工程が、上記欠陥候補部のサイズおよび
周期性の有無に基づいて欠陥を検出する工程である。
　１つの実施形態においては、上記基準値を超えるサイズを有する欠陥候補部についての
み、上記長尺方向に周期性を有するか否かを判断する。
　１つの実施形態においては、上記欠陥候補部の周期性の有無の判断が、上記欠陥候補部
の長尺方向における位置座標に基づいて行われる。
　１つの実施形態においては、上記欠陥候補部の周期性の有無の判断が、判断対象の欠陥
候補部と、その搬送方向上流側に存在する非偏光部との長尺方向の距離が、所定の距離で
あるか否かに基づいて行われる。
　本発明の別の局面によれば、偏光板の製造方法が提供される。該製造方法は、上記検査
方法によって偏光板を検査することを含む。
　本発明のさらに別の局面によれば、長尺状の偏光板の外観検査装置が提供される。該外
観検査装置は、長尺方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する長尺状の偏光板を撮
像して画像データを取得する撮像装置と、該画像データを解析して該偏光板の欠陥を検出
する画像解析装置と、を備える。該画像解析装置が、該画像データに基づいて欠陥候補部
を抽出する欠陥候補部抽出部と、欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断
するサイズ判断部と、欠陥候補部が該長尺方向に周期性を有するか否かを判断する周期性
判断部と、欠陥候補部のサイズ、または、欠陥候補部のサイズと周期性の有無とに基づい
て欠陥を検出する欠陥検出部と、を有する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の検査方法によれば、非偏光部を誤って欠陥として検出することを回避し得るの
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で、非偏光部を有する偏光子を含み、長尺方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有す
る長尺状の偏光板の外観を好適に検査することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の検査方法に供され得る偏光板の概略断面図である。
【図２Ａ】非偏光部の配置パターンの一例を説明する概略平面図である。
【図２Ｂ】非偏光部の配置パターンの別の例を説明する概略平面図である。
【図２Ｃ】非偏光部の配置パターンのさらに別の例を説明する概略平面図である。
【図３】本発明の検査方法に用いられ得る検査装置を説明する概略図である。
【図４】本発明の１つの実施形態における欠陥検出の具体的手順を説明するフローチャー
トである。
【図５】本発明の別の実施形態における欠陥検出の具体的手順を説明するフローチャート
である。
【図６】図５で示す実施形態における欠陥検出の具体的手順を説明する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
［Ａ．検査方法および検査装置］
　本発明は、長尺方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する長尺状の偏光板を、該
長尺方向に搬送しながらその外観を検査する方法を提供する。本発明の検査方法は、非偏
光部を有する偏光板を撮像して画像データを取得する工程と、該画像データを解析して欠
陥候補部を抽出する工程と、欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断する
工程と、欠陥候補部のサイズに基づいて欠陥を検出する工程と、を含む。欠陥を検出する
工程においては、例えば、基準値を超えるサイズを有する欠陥候補部を非偏光部と認識し
て区別し、基準値以下のサイズを有する欠陥候補部を欠陥として検出することができる。
【０００９】
　本発明の検査方法は、欠陥候補部が長尺方向に周期性を有するか否かを判断する工程を
さらに含み得る。この場合、上記欠陥を検出する工程において、欠陥候補部のサイズおよ
び周期性の有無に基づいて欠陥を検出する。より具体的には、基準値以下のサイズを有す
る欠陥候補部を欠陥として検出するととも、周期性を有さない欠陥候補部も欠陥として検
出する。欠陥候補部をサイズと周期性との２つの側面から評価することにより、検査精度
を向上することができる。検査効率の観点からは、基準値を超えるサイズを有する欠陥候
補部についてのみ、周期性の有無を判断することが好ましい。この場合、基準値以下のサ
イズを有する全ての欠陥候補部を欠陥として検出するとともに、基準値を超えるサイズを
有する欠陥候補部については、周期性を有さないもののみを欠陥として検出する。
【００１０】
Ａ－１．偏光板
　本発明の検査方法に供される偏光板は、長尺状であり、長尺方向に所定の間隔で配置さ
れた非偏光部を有する。該非偏光部は、代表的には、偏光子に形成された非偏光部に起因
する。なお、本明細書において「長尺状」とは、幅に対して長さが十分に長い細長形状を
意味し、例えば、幅に対して長さが１０倍以上、好ましくは２０倍以上の細長形状を含む
。
【００１１】
　図１は、本発明の検査方法に供され得る偏光板の概略断面図である。偏光板３０は、非
偏光部を有する偏光子１０と、偏光子１０の両側に配置された保護フィルム１１、１２と
、を有する。図示例では、偏光子の両側に保護フィルムが配置されているが、片側にのみ
保護フィルムが配置されていてもよい。あるいは、偏光板は偏光子のみから構成されてい
てもよい（すなわち、偏光板は偏光子であってもよい）。
【００１２】
　偏光子１０は、代表的には、二色性物質を含む樹脂フィルムで構成される。偏光板３０
が長尺状であることから、偏光子１０もまた長尺状である。偏光子１０は、長尺方向に所
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定の間隔で配置された非偏光部を有する。１つの実施形態において、偏光子１０は、長尺
方向および幅方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する。非偏光部の配置パターン
は、目的に応じて適切に設定され得る。代表的には、上記非偏光部は、偏光子を所定サイ
ズの画像表示装置に取り付けるために所定サイズに裁断（例えば、長尺方向および／また
は幅方向への切断、打ち抜き）した際に、該画像表示装置のカメラ部に対応する位置に配
置され得る。１つの実施形態においては、非偏光部は長尺方向および幅方向のいずれにお
いても実質的に等間隔で配置される。なお、「長尺方向および幅方向のいずれにおいても
実質的に等間隔」とは、長尺方向の間隔が等間隔であり、かつ、幅方向の間隔が等間隔で
あることを意味し、長尺方向の間隔と幅方向の間隔とが等しい必要はない。別の実施形態
においては、非偏光部は、長尺方向に実質的に等間隔で配置され、かつ、幅方向に異なる
間隔で配置されてもよい。幅方向において非偏光部が異なる間隔で配置される場合、隣接
する非偏光部の間隔はすべて異なっていてもよく、一部（特定の隣接する非偏光部の間隔
）のみが異なっていてもよい。また、偏光子の長尺方向に複数の領域を規定し、それぞれ
の領域ごとに長尺方向および／または幅方向における非偏光部の間隔を設定してもよい。
【００１３】
　図２Ａ～Ｃはそれぞれ、偏光子１０における非偏光部の配置パターンの一例を説明する
概略平面図である。１つの実施形態においては、非偏光部１０ａは、図２Ａに示すように
、長尺方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、長尺方向に対して実質的に平行であ
り、ならびに、幅方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、幅方向に対して実質的に
平行であるように配置される。
【００１４】
　非偏光部の平面視形状は、目的に応じて任意の適切な形状が採用され得る。例えば、非
偏光部の平面視形状は、偏光子が用いられる画像表示装置のカメラ性能に悪影響を与えな
い限りにおいて、任意の適切な形状が採用され得る。図示例の非偏光部は円形であるが、
例えば、楕円形、正方形、矩形、ひし形等に形成されていてもよい。
【００１５】
　非偏光部の透過率（例えば、２３℃における波長５５０ｎｍの光で測定した透過率）は
、好ましくは５０％以上であり、より好ましくは６０％以上であり、さらに好ましくは７
５％以上であり、特に好ましくは９０％以上である。このような透過率であれば、例えば
、非偏光部が画像表示装置のカメラ部に対応するよう偏光子を配置した場合に、カメラの
撮影性能に対する悪影響を防止することができる。
【００１６】
　非偏光部は、任意の適切な形態であり得る。１つの実施形態においては、非偏光部は、
部分的に脱色された脱色部である。脱色部は、例えば、レーザー照射または化学処理によ
り形成される。別の実施形態においては、非偏光部は貫通穴である。貫通穴は、例えば、
機械的打ち抜き（例えば、パンチング、トムソン刃打抜き、プロッター、ウォータージェ
ット）または所定部分の除去（例えば、レーザーアブレーションまたは化学的溶解）によ
り形成される。
【００１７】
　保護フィルム１１、１２の形成材料としては、例えば、ジアセチルセルロース、トリア
セチルセルロース等のセルロース系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、シクロオレフィン系
樹脂、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート系樹脂等のエ
ステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、これらの共重合体樹脂等が
挙げられる。目的や所望の構成に応じて、保護フィルム１１、１２の一方は省略してもよ
い。
【００１８】
　保護フィルムの厚みは、代表的には１０μｍ～１００μｍである。保護フィルムは、代
表的には、接着層（具体的には、接着剤層、粘着剤層）を介して偏光子に積層される。接
着剤層は、代表的にはＰＶＡ系接着剤や活性エネルギー線硬化型接着剤で形成される。粘
着剤層は、代表的にはアクリル系粘着剤で形成される。
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【００１９】
　実用的には、偏光板３０は、最外層として粘着剤層１３を有する。粘着剤層１３は、代
表的には画像表示装置側の最外層となる。粘着剤層１３には、セパレーター１４が剥離可
能に仮着され、実際の使用まで粘着剤層を保護するとともに、ロール形成を可能としてい
る。
【００２０】
　偏光板３０は、目的に応じて任意の適切な光学機能層をさらに有していてもよい。光学
機能層の代表例としては、位相差フィルム（光学補償フィルム）、表面処理層が挙げられ
る。例えば、保護フィルム１２と粘着剤層１３との間に位相差フィルムが配置され得る（
図示せず）。位相差フィルムの光学特性（例えば、屈折率楕円体、面内位相差、厚み方向
位相差）は、目的、画像表示装置の特性等に応じて適切に設定され得る。
【００２１】
　表面処理層は、保護フィルム１１の外側に配置され得る（図示せず）。表面処理層の代
表例としては、ハードコート層、反射防止層、アンチグレア層が挙げられる。表面処理層
は、例えば、偏光子の加湿耐久性を向上させる目的で透湿度の低い層であることが好まし
い。表面処理層を設ける代わりに、保護フィルム１１の表面に同様の表面処理を施しても
よい。
【００２２】
Ａ－２．検査装置
　図３は、本発明の検査方法に用いられ得る検査装置を説明する概略図である。図示した
実施形態においては、長尺状の偏光板３０が検査装置１００に搬送されて外観検査が行わ
れる。検査装置１００は、偏光板３０を撮像して画像データを取得する撮像装置５０と、
得られた画像データを解析して該偏光板３０の欠陥を検出する画像解析装置８０と、を備
える。画像解析装置８０は、得られた画像データに基づいて欠陥候補部を抽出する欠陥候
補部抽出部８２と、欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断するサイズ判
断部８４と、欠陥候補部が長尺方向に周期性を有するか否かを判断する周期性判断部８６
と、欠陥候補部のサイズ、または、欠陥候補部のサイズと周期性の有無とに基づいて欠陥
を検出する欠陥検出部８８と、を有する。
【００２３】
Ａ－３．画像データを取得する工程（１）
　工程（１）は、撮像装置５０を用いて、上記非偏光部を有する偏光板を撮像して画像デ
ータを得ることにより行われ得る。撮像装置５０は、代表的には、照明部５２と撮像部５
４とを備える。
【００２４】
　照明部５２は、任意の適切な光源を用いて構成され得る。光源は、白色光源であっても
よく、単色光源であってもよい。光源の具体例としては、蛍光灯、ハロゲンランプ、メタ
ルハライドランプ、ＬＥＤ等が挙げられる。
【００２５】
　撮像部５４は、代表的には、レンズおよびイメージセンサを用いて構成されたカメラで
ある。撮像部は、好ましくは偏光板の全幅が撮像可能となるように１つまたは複数設けら
れる。また、撮像部は、好ましくは長尺方向に連続した画像を撮像可能とされている。１
つの実施形態において、撮像部は、ラインセンサカメラである。
【００２６】
　図３に示す実施形態においては、上記偏光板の一方の側に配置された照明部５２から偏
光板３０に対して光を照射し、偏光板３０の他方の側に照明部５２と対向するように配置
された撮像部５４によって偏光板３０を透過した光を撮像する。透過光を撮像することに
より、非偏光部に対応する領域の輝度が他の部分に対応する領域の輝度よりも高い像が得
られ得る。
【００２７】
　別の実施形態（図示せず）においては、上記偏光板の一方の側に照明部と撮像部を配置
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し、該照明部から偏光板に対して斜め方向から光を照射し、照明部と同じ側に配置された
撮像部によって偏光板に反射された光を撮像する。
【００２８】
　さらに別の実施形態（図示せず）においては、上記偏光板の一方の側に照明部と撮像部
とを配置し、該撮像部のカメラの光軸と照射光の光軸とが一致するように、偏光板に対し
て垂直に光を照射し、その反射光を撮像する。
【００２９】
　非偏光部の形態（脱色部、貫通孔等）、偏光板の構成等に応じて適切な撮像方法を選択
して偏光板を撮像することにより、非偏光部に対応する領域の輝度とその他の部分に対応
する領域の輝度との差が大きい（結果として、コントラスト比が大きい）画像が得られ得
る。偏光板の撮像は、上記実施形態のいずれか１つに従って行われてもよく、２つ以上の
実施形態を組み合わせて行ってもよい。
【００３０】
　好ましくは、長尺状の偏光板を長尺方向に搬送しながら撮像を行う。搬送しながら撮像
を行うことにより、製造ラインの停止を回避して製造効率を維持し得る。
【００３１】
Ａ－４．欠陥候補部を抽出する工程（２）
　撮像装置５０によって得られた画像データは、電気信号として画像解析装置８０に送信
される。送信された画像データは、欠陥候補部抽出部８２によって解析され、これにより
、欠陥候補部が抽出される。
【００３２】
　１つの実施形態においては、画像データの輝度情報に基づいて欠陥候補部を抽出する。
具体的には、予め正常な偏光板を撮像して正常と判定される輝度基準を設定し、該基準に
基づいて欠陥候補部を抽出する。例えば、正常と判定される輝度の上限を超える高輝度部
、正常と判定される輝度の下限を超える低輝度部等を欠陥候補部と判定し得る。異物、気
泡、ピンホール等の外観不良の原因となる欠陥部は、通常、偏光板の正常領域と透過率、
反射率等が異なることから、上記のような輝度基準により欠陥候補部として抽出される。
一方、得られた画像データにおいては、非偏光部に対応する領域も、その他の部分に対応
する領域と透過率、反射率等が異なることから欠陥候補部として抽出され得る。
【００３３】
　欠陥候補抽出部８２は、好ましくは欠陥候補部の位置情報（例えば、長尺方向に連続し
た画像における長尺方向および幅方向の位置座標(Ｘ，Ｙ)）を記憶し、周期性判断部８６
に送信する。
【００３４】
Ａ－５．欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断する工程（３）
　欠陥候補部抽出部８２によって欠陥候補部が抽出されると、抽出された個々の欠陥候補
部について、サイズ判断部８４でそのサイズを決定し、さらには、そのサイズが基準値以
下であるか否かを判断する。
【００３５】
　欠陥候補部のサイズの決定は任意の適切な方法によって行われ得る。例えば、画像デー
タ中における欠陥候補部の画素数、径、面積等に基づいてサイズを決定することができる
。欠陥候補部の径は、代表的には、画像データにおいて、欠陥候補部の外周上の任意の２
点を結ぶ直線のうち、もっとも長いものの長さを径として決定され得る。面積は、画素数
または径に基づいて算出され得る。
【００３６】
　上記基準値は、任意の適切な方法によって決定され得る。例えば、上記基準値は、非偏
光部のサイズに基づいて決定され得る。例えば、径によってサイズを判断する場合、上記
基準値（径の基準値）は、以下のようにして決定することができる。すなわち、設計上の
非偏光部の形状および寸法に基づいて非偏光部の径（理論値）を算出するか、あるいは、
実際に偏光子に形成された非偏光部の径（実測値）を測定し、得られた非偏光部の径の例
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えば９０％、好ましくは９５％を基準値とすることができる。また、例えば、欠陥の平均
サイズが非偏光部のサイズに比べて十分に小さい場合（例えば、欠陥の平均径が非偏光部
の径の１／８以下である場合）、上記基準値は、非偏光部の径の１／４～１／２の値とす
ることができる。具体例として、非偏光部の径が２８００μｍ程度であり、欠陥の平均径
が１５０μｍ～３００μｍである場合、上記基準値を１０００μｍ程度とすることができ
る。
【００３７】
Ａ－６．欠陥候補部が該長尺方向に周期性を有するか否かを判断する工程（４）
　周期性判断部８６は、抽出された欠陥候補部の全てを周期性の判断対象としてもよく、
サイズ判断部８４において基準値を超えるサイズを有することが確認された欠陥候補部の
みを判断対象としてもよい。好ましくは、サイズ判断部８４において基準値を超えるサイ
ズを有することが確認された欠陥候補部のみを判断対象とする。
【００３８】
　１つの実施形態においては、３つ以上の欠陥候補部が任意の方向に伸びる直線上に等間
隔に存在するとき、これらの欠陥候補部は周期性を有すると判断することができる。
【００３９】
　検査対象の偏光板においては、少なくとも長尺方向に所定の間隔で非偏光部が配置され
ていることから、長尺方向における非偏光部間の間隔に基づいて周期性を判断することが
できる。よって、偏光板表面における判断対象の欠陥候補部の位置を決定し、上記所定の
間隔で存在するものをスクリーニングすること等により、周期性の有無を効率的に判断す
ることができる。
【００４０】
　１つの実施形態においては、欠陥候補部の周期性の有無の判断は、欠陥候補部の位置座
標（例えば、長尺方向における位置座標）に基づいて行われる。例えば、欠陥候補部抽出
部から送信される欠陥候補部（例えば長尺方向に２つ以上、好ましくは３つ以上隣接する
欠陥候補部）の位置座標を、設計上（理論上）の非偏光部の位置座標と照らし合わせ、位
置座標が一致した場合には、該欠陥候補部は周期性を有すると判断できる。また、例えば
、欠陥候補部抽出部から送信される欠陥候補部の長尺方向の位置座標に基づいて、判断対
象の欠陥候補部と、その搬送方向上流側に存在する非偏光部（欠陥ではないとの判断済み
の欠陥候補部であり得る）との長尺方向の距離を求め、該距離が、所定の距離であるか否
かに基づいて行われる。該距離は、例えば、長尺方向における非偏光部の配置間隔（すな
わち、上記長尺方向における所定の間隔）、または、該所定の間隔を整数倍した距離であ
り得る。
【００４１】
Ａ－７．欠陥を検出する工程（５）
　欠陥検出部８８は、欠陥候補部のサイズ、または、欠陥候補部のサイズと周期性の有無
とに基づいて欠陥を検出する。具体的には、欠陥検出部８８は、サイズ判断部８４におい
て基準値以下のサイズを有すると判断された欠陥候補部を欠陥として検出する。欠陥検出
部８８はさらに、周期性判断部８６において周期性を有すると判断された欠陥候補部を非
偏光部と認識して欠陥候補部と区別し、残りの欠陥候補部を欠陥として検出することがで
きる。換言すれば、欠陥検出部８８は、基準値以下のサイズを有すると判断された欠陥候
補部および周期性を有さないと判断された欠陥候補部を欠陥として検出し得る。
【００４２】
　図４は、本発明の１つの実施形態における欠陥検出の具体的手順を説明するフローチャ
ートである。図４に示す実施形態においては、まず、偏光板の画像データを取得する（上
記工程（１））。次いで、画像データに基づいて欠陥候補部を抽出する（上記工程（２）
）。次いで、欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断し（上記工程（３）
）、基準値を超えるサイズを有する欠陥候補部を非偏光部と判断する一方で、基準値以下
のサイズを有する欠陥候補部を欠陥として検出する（上記工程（５））。
【００４３】
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　図５は、本発明の別の実施形態における欠陥検出の具体的手順を説明するフローチャー
トである。図５に示す実施形態においては、まず、偏光板の画像データを取得する（上記
工程（１））。次いで、画像データに基づいて欠陥候補部を抽出する（上記工程（２））
。次いで、欠陥候補部が基準値以下のサイズを有するか否かを判断し（上記工程（３））
、基準値を超えるサイズを有する欠陥候補部について、周期性の有無を判断する（上記工
程（４））。得られた結果に基づいて、基準値以下のサイズを有する欠陥候補部および基
準値を超えるサイズを有するが、周期性を有さない欠陥候補部を欠陥として検出する（上
記工程（５））。なお、図６（ａ）中の白円は、当該実施形態による工程（２）において
抽出された全ての欠陥候補部を示し、図６（ｂ）中の白円は、基準値を超えるサイズを有
し、周期性の有無の判断対象となる欠陥候補部を示し、図６（ｃ）中の黒円は、周期性を
有すると判断された欠陥候補部（非偏光部）を示し、白円は、周期性を有さないと判断さ
れた欠陥候補部（欠陥）を示し、図６（ｄ）中の白円は、最終的に検出される欠陥を示す
。
【００４４】
Ａ－８．マーキング工程（６）
　検査装置１００は、マーキング装置（図示せず）をさらに備えていてもよい。マーキン
グ装置は、画像処理装置と接続され、画像処理装置（実質的には、欠陥検出部）が欠陥を
検出すると、該欠陥の位置情報をマーキング装置に送信する。マーキング装置は、該位置
情報に基づいて、欠陥部にマーキングを行う。マーキングされた領域は、裁断後に不良偏
光板として容易に排除され得る。マーキングとしては、マーカーペンを用いたマーキング
やレーザーマーキングが挙げられる。
【００４５】
［Ｂ．偏光板の製造方法］
　本発明の非偏光部を有する偏光子を含む長尺状の偏光板の製造方法は、長尺状の偏光子
に非偏光部を形成すること、該非偏光部を有する長尺状の偏光子を用いて偏光板を作製す
ること、および、上記検査方法により偏光板の外観を検査することを含む。
【００４６】
Ｂ－１．偏光子
　偏光子は、代表的には、二色性物質を含む樹脂フィルムから構成される。二色性物質と
しては、例えば、ヨウ素、有機染料等が挙げられる。これらは、単独で、または二種以上
組み合わせて用いられ得る。好ましくはヨウ素が用いられる。
【００４７】
　上記樹脂フィルムを形成する樹脂としては、任意の適切な樹脂が用いられ得る。好まし
くは、ポリビニルアルコール系樹脂が用いられる。ポリビニルアルコール系樹脂としては
、例えば、ポリビニルアルコール、エチレン－ビニルアルコール共重合体が挙げられる。
ポリビニルアルコールは、ポリ酢酸ビニルをケン化することにより得られる。エチレン－
ビニルアルコール共重合体は、エチレン－酢酸ビニル共重合体をケン化することにより得
られる。
【００４８】
　偏光子（非偏光部を除く）は、好ましくは、波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍのいずれかの
波長で吸収二色性を示す。偏光子（非偏光部を除く）の単体透過率は、好ましくは３９％
以上、より好ましくは３９．５％以上、さらに好ましくは４０％以上、特に好ましくは４
０．５％以上である。なお、単体透過率の理論上の上限は５０％であり、実用的な上限は
４６％である。また、単体透過率は、ＪＩＳ　Ｚ８７０１の２度視野（Ｃ光源）により測
定して視感度補正を行なったＹ値であり、例えば、顕微分光システム（ラムダビジョン製
、ＬＶｍｉｃｒｏ）を用いて測定することができる。偏光子の偏光度（非偏光部を除く）
は、好ましくは９９．９％以上、より好ましくは９９．９３％以上、さらに好ましくは９
９．９５％以上である。
【００４９】
　偏光子の厚みは、任意の適切な値に設定され得る。厚みは、好ましくは３０μｍ以下、
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より好ましくは２５μｍ以下、さらに好ましくは２０μｍ以下、特に好ましくは１０μｍ
以下である。一方で、厚みは、好ましくは０．５μｍ以上、さらに好ましくは１μｍ以上
である。
【００５０】
　偏光子の吸収軸は、目的に応じて任意の適切な方向に設定され得る。吸収軸の方向は、
例えば、長尺方向であってもよく幅方向であってもよい。長尺方向に吸収軸を有する偏光
子は、例えば、製造効率に優れるという利点がある。幅方向に吸収軸を有する偏光子は、
例えば、長尺方向に遅相軸を有する位相差フィルムとロールトゥロールで積層できるとい
う利点がある。１つの実施形態においては、吸収軸は長尺方向または幅方向に実質的に平
行であり、かつ、偏光子の幅方向両端は長尺方向に平行にスリット加工されている。この
ような構成によれば、偏光子の端辺を基準に裁断でき、所望の位置に非偏光部を有し、か
つ適切な方向に吸収軸を有する複数の偏光子を、容易に製造することができる。なお、偏
光子の吸収軸は、後述の延伸処理における延伸方向に対応し得る。
【００５１】
　偏光子は、代表的には、上記樹脂フィルムに膨潤処理、延伸処理、上記二色性物質によ
る染色処理、架橋処理、洗浄処理、乾燥処理等の各種処理を施すことにより得られる。各
種処理を施す際、樹脂フィルムは、基材上に形成された樹脂層であってもよい。上記非偏
光部の形成は、偏光子の作製工程の途中でも行い得る。
【００５２】
Ｂ－２．非偏光部の形成
　好ましくは、非偏光部は、脱色部である。このような構成によれば、機械的に（例えば
、トムソン刃打抜き、プロッター、ウォータージェット等を用いて機械的に抜き落とす方
法により）、貫通穴が形成されている場合に比べて、クラック、デラミ（層間剥離）、糊
はみ出し等の品質上の問題が回避される。脱色部は、好ましくは、偏光子（二色性物質を
含む樹脂フィルム）の所望の位置に塩基性溶液を接触させることにより形成される。この
ような方法により形成される非偏光部は、他の部位（非接触部）よりも二色性物質の含有
量が低い低濃度部とされ得る。低濃度部は二色性物質自体の含有量が低いので、レーザー
光等により二色性物質を分解して脱色部が形成されている場合に比べて、非偏光部の透明
性が良好に維持される。
【００５３】
　上記低濃度部の二色性物質の含有量は、好ましくは１．０重量％以下、より好ましくは
０．５重量％以下、さらに好ましくは０．２重量％以下である。低濃度部の二色性物質の
含有量の下限値は、通常、検出限界値以下である。上記他の部位における二色性物質の含
有量と低濃度部における二色性物質の含有量との差は、好ましくは０．５重量％以上、さ
らに好ましくは１重量％以上である。二色性物質としてヨウ素を用いる場合、ヨウ素含有
量は、例えば、蛍光Ｘ線分析で測定したＸ線強度から、予め標準試料を用いて作成した検
量線により求められる。
【００５４】
　上記塩基性溶液に含まれる塩基性化合物としては、任意の適切な化合物が用いられ得る
。塩基性化合物としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム
等のアルカリ金属の水酸化物、水酸化カルシウム等のアルカリ土類金属の水酸化物、炭酸
ナトリウム等の無機アルカリ金属塩、酢酸ナトリウム等の有機アルカリ金属塩、アンモニ
ア水等が挙げられる。これらの中でも、好ましくはアルカリ金属および／またはアルカリ
土類金属の水酸化物が用いられ、さらに好ましくは水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、
水酸化リチウムが用いられる。二色性物質を効率良くイオン化することができ、より簡便
に脱色部を形成することができる。これらの塩基性化合物は単独で用いてもよく、二種以
上を組み合わせて用いてもよい。
【００５５】
　塩基性溶液の溶媒としては、水、アルコールが好ましく用いられる。塩基性溶液の濃度
は、例えば０．０１Ｎ～５Ｎであり、好ましくは０．０５Ｎ～３Ｎであり、さらに好まし
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くは０．１Ｎ～２．５Ｎである。塩基性溶液の液温は、例えば２０℃～５０℃である。塩
基性溶液の接触時間は、偏光子の厚み、塩基性溶液に含まれる塩基性化合物の種類や濃度
に応じて設定され得る。接触時間は、例えば５秒～３０分であり、好ましくは５秒～５分
である。
【００５６】
　塩基性溶液の接触方法としては、任意の適切な方法が採用され得る。例えば、偏光子に
対し、塩基性溶液を滴下、塗工、スプレーする方法、偏光子を塩基性溶液に浸漬する方法
が挙げられる。塩基性溶液の接触に際し、所望の部位以外に塩基性溶液が接触しないよう
に、任意の適切な保護材で偏光子を保護してもよい。このような保護材としては、例えば
、保護フィルム、表面保護フィルムが用いられる。保護フィルムは、偏光子の保護フィル
ムとしてそのまま利用され得るものである。表面保護フィルムは、偏光子の製造時に一時
的に用いられるものである。表面保護フィルムは、任意の適切なタイミングで偏光子から
取り除かれるため、代表的には、偏光子に粘着剤層を介して貼り合わされる。保護材の別
の具体例としては、フォトレジスト等が挙げられる。また、上記偏光子の作製工程で用い
られる基材も保護材として用い得る。
【００５７】
　好ましくは、塩基性溶液の接触に際し、偏光子表面は、その少なくとも一部が露出する
ように表面保護フィルムで被覆されている。図示例のような非偏光部の配置パターンを有
する偏光子は、当該配置パターンに対応する位置に、所望の非偏光部サイズに対応する小
円形の貫通孔が形成された表面保護フィルムを偏光子の片側に貼り合わせて偏光フィルム
積層体を準備し、これに塩基性溶液を接触させることで製造される。その際、偏光子のも
う片側（貫通孔が形成された表面保護フィルム（第１の保護フィルム）が配置されていな
い側）も保護されていることが好ましい。保護フィルムや表面保護フィルムの貼り合わせ
は、ロールトゥロールにより行われるのが好ましい。本明細書において、「ロールトゥロ
ール」とは、ロール状のフィルムを搬送しながら互いの長尺方向を揃えて積層することを
いう。
【００５８】
　上記表面保護フィルムの形成材料としては、ポリエチレンテレフタレート系樹脂等のエ
ステル系樹脂、ノルボルネン系樹脂等のシクロオレフィン系樹脂、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン等のオレフィン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、これらの
共重合体樹脂等が挙げられる。好ましくは、エステル系樹脂（特に、ポリエチレンテレフ
タレート系樹脂）である。弾性率が十分に高く、例えば、搬送および／または貼り合わせ
時に張力をかけても貫通孔の変形が生じにくいからである。表面保護フィルムの厚みは、
代表的には２０μｍ～２５０μｍであり、好ましくは３０μｍ～１５０μｍである。
【００５９】
　第１の表面保護フィルムは、所定のパターンで配置された貫通孔を有する。貫通孔の位
置は、非偏光部が形成される位置に対応する。貫通孔の形状は、所望の非偏光部の形状に
対応する。貫通孔は、例えば、機械的打ち抜き（例えば、パンチング、トムソン刃打抜き
、プロッター、ウォータージェット）またはフィルムの所定部分の除去（例えば、レーザ
ーアブレーションまたは化学的溶解）により形成される。
【００６０】
　１つの実施形態においては、上記塩基性溶液は、偏光子と接触後、任意の適切な手段に
より偏光子から除去される。このような実施形態によれば、例えば、偏光子の使用に伴う
非偏光部の透過率の低下をより確実に防止することができる。塩基性溶液の除去方法の具
体例としては、洗浄、ウエス等による拭き取り除去、吸引除去、自然乾燥、加熱乾燥、送
風乾燥、減圧乾燥等が挙げられる。好ましくは、塩基性溶液は洗浄される。洗浄に用いる
洗浄液としては、例えば、水（純水）、メタノール、エタノール等のアルコール、および
、これらの混合溶媒等が挙げられる。好ましくは、水が用いられる。洗浄回数は特に限定
されず、複数回行ってもよい。塩基性溶液を乾燥により除去する場合、その乾燥温度は、
例えば２０℃～１００℃である。
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【００６１】
　好ましくは、上記塩基性溶液との接触後、塩基性溶液を接触させた接触部において、樹
脂フィルムに含まれるアルカリ金属および／またはアルカリ土類金属を低減させる。アル
カリ金属および／またはアルカリ土類金属を低減させることにより、寸法安定性に優れた
非偏光部を得ることができる。具体的には、加湿環境下においても、塩基性溶液との接触
により形成された非偏光部の形状をそのまま維持することができる。
【００６２】
　塩基性溶液を接触させることにより、接触部にアルカリ金属および／またはアルカリ土
類金属の水酸化物が残存し得る。また、塩基性溶液を接触させることにより、接触部にア
ルカリ金属および／またはアルカリ土類金属の金属塩（例えば、ホウ酸塩）が生成し得る
。これらは水酸化物イオンを生成し得、生成した水酸化物イオンは、接触部周囲に存在す
る二色性物質（例えば、ヨウ素錯体）に作用（分解・還元）して、非偏光領域を広げ得る
。したがって、アルカリ金属および／またはアルカリ土類金属塩を低減させることにより
、経時的に非偏光領域が広がるのを抑制して、所望の非偏光部形状が維持され得ると考え
られる。
【００６３】
　上記非偏光部は、アルカリ金属および／またはアルカリ土類金属の含有量が３．６重量
％以下であることが好ましく、より好ましくは２．５重量％以下であり、さらに好ましく
は１．０重量％以下であり、特に好ましくは０．５重量％以下である。アルカリ金属およ
び／またはアルカリ土類金属の含有量は、例えば、蛍光Ｘ線分析により測定したＸ線強度
から予め標準試料を用いて作成した検量線により求めることができる。
【００６４】
　上記低減させる方法としては、好ましくは、塩基性溶液との接触部に酸性溶液を接触さ
せる方法が用いられる。このような方法によれば、酸性溶液にアルカリ金属および／また
はアルカリ土類金属を効率的に移行させて、その含有量を低減させることができる。酸性
溶液との接触は、上記塩基性溶液の除去後に行ってもよいし、塩基性溶液を除去すること
なく行ってもよい。
【００６５】
　上記酸性溶液に含まれる酸性化合物としては、任意の適切な酸性化合物を用いることが
できる。酸性化合物としては、例えば、塩酸、硫酸、硝酸、フッ化水素等の無機酸、ギ酸
、シュウ酸、クエン酸、酢酸、安息香酸等の有機酸等が挙げられる。酸性溶液に含まれる
酸性化合物は、これらの中でも、好ましくは無機酸であり、さらに好ましくは塩酸、硫酸
、硝酸である。これらの酸性化合物は単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用い
てもよい。
【００６６】
　酸性溶液の溶媒としては、水、アルコールが好ましく用いられる。酸性溶液の濃度は、
例えば０．０１Ｎ～５Ｎであり、好ましくは０．０５Ｎ～３Ｎであり、さらに好ましくは
０．１Ｎ～２．５Ｎである。酸性溶液の液温は、例えば２０℃～５０℃である。酸性溶液
の接触時間は、例えば５秒～５分である。なお、酸性溶液の接触方法は、上記塩基性溶液
の接触方法と同様の方法が採用され得る。また、酸性溶液は、偏光子から除去され得る。
酸性溶液の除去方法は、上記塩基性溶液の除去方法と同様の方法が採用され得る。
【００６７】
　代表的には、上記のようにして非偏光部が形成された後（好ましくは、アルカリ金属お
よび／またはアルカリ土類金属の低減後）、表面保護フィルムは剥離除去され得る。
【００６８】
Ｂ－３．偏光板の作製
　上記のようにして得られる非偏光部を有する長尺状の偏光子は、代表的には、偏光子／
保護フィルムの積層体を構成している。該積層体は、そのまま偏光板として用いることが
できる一方で、目的等に応じて、該積層体に保護フィルム等の他の構成部材を積層するこ
とにより、最終製品としての任意の適切な構成を有する偏光板が得られ得る。また、単一
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は両側に保護フィルム等の他の構成部材を積層することにより、最終製品としての任意の
適切な構成を有する偏光板が得られ得る。積層される他の構成部材については、Ａ－１項
で記載したとおりである。
【００６９】
　上記他の構成部材の積層は、いわゆるロールトゥロールで行われ得る。
【００７０】
Ｂ－４．偏光板の外観検査
　上記のようにして得られた偏光板をＡ項に記載の検査方法に供する。Ａ項に記載の検査
方法で、非偏光部を有する偏光板の外観を検査することにより、非偏光部を欠陥として誤
って検出することなく、目的とする欠陥（異物、気泡、ピンホール等）を検出できるので
、検査効率と検査精度とが高次に両立可能となる。その結果、高品質の偏光板が優れた製
造効率で得られ得る。
【００７１】
Ｂ－５．偏光板の裁断
　本発明の偏光板の製造方法は、長尺状の偏光板を所望のサイズに裁断する工程をさらに
含み得る。裁断は、切断、打ち抜き等によって行われ得る。長尺状の偏光板は、好ましく
は、取り付けられる画像表示装置に対応するサイズを有するとともに、画像表示装置に取
り付けられた際にそのカメラ部と対応する位置に非偏光部を有するように裁断される。
【００７２】
　裁断される偏光板は、好ましくは、欠陥部にマーキングが施されているので、裁断後に
該マーキングに基づいて不良品の偏光板が容易に排除され得る。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明の検査方法は、例えば、スマートフォン等の携帯電話、ノート型ＰＣ、タブレッ
トＰＣ等のカメラ付き画像表示装置（液晶表示装置、有機ＥＬデバイス）に備えられる偏
光板を製造する際に好適に用いられる。
【符号の説明】
【００７４】
１０　　　　偏光子
１０ａ　　　非偏光部
３０　　　　偏光板
５０　　　　撮像装置
８０　　　　画像解析装置
８２　　　　欠陥候補部抽出部
８４　　　　サイズ判断部
８６　　　　周期性判断部
８８　　　　欠陥検出部
１００　　　検査装置
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